
（実施要領６の（３）関係）

旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業務 公募型プロポーザル審査要領

１ 目的

この審査要領は，旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業務公募型プロポーザル

審査委員会で実施する二次審査（応募事業者による企画提案書等及びそれに基づいたプ

レゼンテーション）における審査方法について定める。

２ 二次審査の日程等

（１）日時及び場所

日時：令和８年７月１４日（火）

場所：大崎市役所本庁舎３階 ３０６会議室

（２）二次審査の順番

二次審査の順番については，企画提案書等を市に提出した者から先順とする。

（３）プレゼンテーション方法

応募事業者あたりのプレゼンテーション時間は，次のとおりとする。

ア 説明時間は３０分以内とする。時間を超過した場合は，説明の途中であってもプ

レゼンテーションを終了させるものとする。なお，準備および撤収に要する時間は

説明時間に含まないものとするが，速やかに実施すること。

イ 質疑応答時間は３０分程度とする。

ウ 参加人数は３人までとし，オンライン参加は不可とする。

エ 企画提案書等とは別に，スクリーンに投影するための説明用資料に限り，作成す

ることを認める。その場合は PowerPoint 等で作成することとし，企画提案書等と

齟齬が生じないよう留意すること。

オ プレゼンテーションの際に使用する備品について，次に定めるもの以外の備品は

各自用意するものとする。

①５５型ディスプレイ

②ＨＤＭＩケーブル

③コードリール（電工ドラム）

３ 二次審査の方法

二次審査では，提案評価，価格評価及び実績評価を合わせた「総合評価」方式を採用

し，それぞれの審査方法については次のとおりとする。総合評価点の最も高い者から順

に優先交渉権者及び次点者を選定する。

（１）提案評価の審査方法



ア 提案評価の配点は，５５０点（１１０点×審査委員５名）とする。

イ 各審査委員は，プレゼンテーションと質疑応答の終了後，「旧有備館および庭園保

存活用計画策定支援業務公募型プロポーザル審査基準」（以下「審査基準」）に基づ

いて審査を行う。

ウ 企画提案書等に「審査基準」に基づく記載がなく，かつプレゼンテーションにお

いても説明がない，または説明内容が実施要領に合致せず，かつ代替案の説明もな

い評価項目は０点とする。

（２）価格評価の審査方法

ア 令和８年度業務に係る価格を評価する。

イ 価格評価の配点は３０点とする。

ウ 事務局は，参考見積書をもとに「審査基準」にある計算式から算出する。

（３）実績評価の審査方法

ア 実績評価の配点は１０点とする。

イ 事務局は，業務実績書（様式第３号）をもとに「審査基準」にある配点方法から

算出する。

（４）優先交渉権者の決定方法

ア 審査の結果，総合評価点の最も高い者から順に優先交渉権者及び次点者を選定す

る。

イ 最高点の者が同点で２者以上ある場合は，提案評価の点数が高い者から順に優先

交渉権者と次点者を決定する。なお，提案評価及び価格評価双方が同点だった場合

は，審査委員の合議の上で優先交渉権者と次点者を選定する。

ウ 応募事業者が１者であっても本プロポーザルは成立するものとするが，審査の結

果，基準値（審査委員全員の提案評価の合計点が，当該配点の７割（３８５点）を

超えていること）を満たしている場合に限り，優先交渉権者として選定する。

４ 二次審査結果の公表

審査を受けたすべての者に対して書面で通知するとともに，市公式ウェブサイトに次

の事項を公表する。

（１）優先交渉権者の名称，所在地，総得点

（２）その他の者の総得点（事業者名は非公開）

５ その他

この要領に定めのない事項については，旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業

務公募型プロポーザル実施要領または市が定める手続きに従うものとする。


